
予防条例の規定に基づき火災予防上必要な措置を講ずるように、また、空

き地の適正管理に関する条例に基づき良好な環境の保持に努められるょ

うに取り組んでおります。

次に、現状の取り組みで十分なのかとのご質問についてでありますが、

本市の権限のおよぶ範囲で対応に努めておりますが、住宅は個人資産で

あるため、公費投入の是非の問題など、その実施は困難であると考えてお

ります。

また、解体が進まないのは、所有者等の中には、高齢や経済的な問題

等から対応が困難となっていることも、原因の一つであると考えておりま

す。

次に、国からの支援制度の活用を視野に入れた経済的な支援など、本

市独自の制度の創設や「空き家や廃屋の所有者に責務を課すような条例」

の制定についてでありますが、空き家についての課題は、少子高齢化、人

口減少が進む中、これからますます顕在化する問題と考えており、安全安

心のまちづくりや衛生環境の維持の視点からも、重要な課題であり、今後、

研究していく必要があると認識しているところであります。

なお、教育関係につきましては、教育長から答弁をいたしますので、よろ

しくお願いいたします。


